
CSW事業令和6年度第1回講演会開催しました

〇 外国籍の方が、日本に住む上での苦労が分かった。

〇 挨拶が大事。お互いに不安を感じるのは交流がないから。

〇 国籍の違いは関係なく、今ここで暮らしていく人々で上手くやっていきたい。

今、多文化共生について考える！
～としまるの活動報告から～

外国籍住民の割合が12％にのぼる豊島区。コロナ禍をきっかけに、外国籍住民

の窮状が明らかになり、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会が中心となり、

外国人包括支援事業として「としまる(TOSHIMA Multicultural Support)」がスタート。

活動を続ける中で、経済的困窮だけでなく、住宅困窮や社会的孤立など、様々な

課題が見えてきました。また支援を通してつながった外国籍住民が支援者側として

活躍するなど、多文化共生に向けた取り組みが広がっています。

シャンティ国際ボランティア会

村松さんのお話

外国籍住民への広報活動や相談会でのニーズ

把握を通じて、様々な支援に取り組んできたお話

を伺いました。さらに支援力強化として、

外国人支援コーディネーターの

育成や参加者にボランティア

としてお手伝いしてもらうなど、

『支援をされる側からする側へ』

と変化していく、お互いさまの

関係づくりなども伺うことができました！

参加者の感想

としまる外国人支援コーディネーター

朴さん・カルさん・ピョウさん

のお話

外国籍でありながら、日本で

生まれ育った事への葛藤を抱え

生活をしてきた経験や、同じ国籍同士でも知らなかった日本

での地域生活の現状などについて、お話いただきました！

次回予定 ＣＳＷ事業 第２回講演会 ※詳しくは、お近くのCSWまでお問合せ下さい！

大人が学ぶ子どもの権利～としま子ども権利相談室の取り組みから～

後半のグループワークでは活発な意見交換が行われ、これまで

外国籍住民と交流する機会がなかった方が、他の参加者の取り組みや

考え方を知り、交流のきっかけやヒントを得る場にもなっていました。

ＣＳＷは、今後も地域の皆さんと一緒に、多文化共生の地域づくりについて考えていきます！

講演会を通して

１２月１２日(木) 午後２～４時 としま区民センター

「としまる」

活動紹介

（p3～5）

11月号
豊島区民社協キャラクター

ふくじい

菊かおる園圏域(巣鴨3～5、西巣鴨全域、北大塚1・2)

コミュニティソーシャルワーカー

ＣＳＷ通信
CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは・・・
福祉に限らず暮らしのこと全てのご相談に対して、一人ひとりの生活や思いに寄り添いながら、地域のみなさんや関係機関・
団体等と協力して、解決に向けたお手伝いをしています。 CSWは、8か所の区民ひろばに常駐しています ※豊島区より受託



ＣＳＷがお話を伺い、関係機関や地域情報などをご紹介します。お気軽にお越しください。
※上記日程でご都合がつかない場合でも、相談は受け付けております。

電話相談や訪問も行っておりますので、ご連絡ください。

区民ひろば朝日
（巣鴨５-３３-２１）

１4：0０～１5：45

11/6（水） １0：30～１1：30

区民ひろば西巣鴨第一
（西巣鴨2-３5-3）

11/27（水）
11/21(木）

区民ひろば清和第一
（巣鴨3-15-20）

11/25(月）
１3：30～１4：30

暮らしの何でも相談会

10：30～１2：00

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会
ＣＳＷ 菊かおる園圏域担当 石森

開所時間 月～金 9:00～17:00（祝日・年末年始除く）

メールアドレス： csw_nishisugamo＠ｔ.toshima.ne.jp

メールアドレス
読み取りコード

TEL：０３－６８４５－０１４８

SNSもやっています
ぜひご覧ください！

寒暖差が大きく、乾燥する季節になりました。この時期は、インフルエンザなどの感染症が増えます。豊島区では、インフルエンザ、
新型コロナウイルス、肺炎球菌などの予防接種助成を行っていますので、ぜひご活用ください。詳細につきましては、豊島区の
ホームページ、または豊島区保健予防課予防接種グループまでお問合せください。( 03-4566-4115)

予防接種助成を活用しよう！

高齢者インフルエンザ予防接種 ６６歳以上の高齢者肺炎球菌ワクチン接種（任意接種）

対象：豊島区に住民登録があり、1または2のいずれかに

あてはまるかた

1．満65歳以上のかた

2．60歳以上64歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器機能・

            ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれか

            に障害があり、身体障害者手帳1級をお持ちで

            日常生活が極度に制限されるかた

接種費用：2,500円

ただし、以下に該当するかたは無料（自己負担なし）

1. 生活保護を受けているかた

２．中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

       帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

       支援に関する法律による支援給付を受給しているかた

対象：満66歳以上で、豊島区に住民登録があり、初めて

         23価高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する方。

接種方法

➀専用ダイヤル「03-4566-4116」へお電話、または窓口

   （池袋保健所・区役所4階保健所出張窓口・長崎健康

     相談所）に本人確認書類を持参し、予診票を申請。

②予診票を受け取ったのち、指定医療機関へ予約し接種。

一部助成期間：令和7年3月31日まで

※上記期間以外に接種する場合は、全額自己負担です。

一部助成額：5,000円×1回
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